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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月25日(2009.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体にＸ線コーンビームを照射し、この被写体を透過した透過Ｘ線に基づいてＸ線Ｃ
Ｔ画像を生成するＸ線ＣＴ撮影装置であって、
　Ｘ線発生器と、
　前記被写体を挟んで前記Ｘ線発生器に対向する位置に配設され、前記被写体を透過した
透過Ｘ線に応じたＸ線投影データを出力するＸ線イメージセンサと、
　Ｘ線ＣＴ撮影領域の形状が異なる複数のＸ線ＣＴ撮影モードからモード選択をする撮影
モード選択部と、
　前記Ｘ線イメージセンサから出力されるＸ線投影データに基づいて前記撮影モード選択
部で選択されたＸ線ＣＴ撮影モードに応じたＸ線ＣＴ画像を生成可能で、かつ、前記被写
体を表す位置設定用画像に撮影対象領域表示を重畳した画像を生成可能な画像生成部と、
　前記位置設定用画像に対して相対的に前記撮影対象領域表示を移動させる操作を受付け
る操作部と、
　前記撮影対象領域表示の位置に応じて前記Ｘ線発生器と前記Ｘ線イメージセンサとを前
記被写体に対して相対的に位置づけする移動機構部と、
　前記画像生成部で生成された画像を表示する表示部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、前記撮影モード選択部で選択されたＸ線ＣＴ撮影モードに応じて前
記撮影対象領域表示を変更する、Ｘ線ＣＴ撮影装置。
【請求項２】
　被写体にＸ線コーンビームを照射し、この被写体を透過した透過Ｘ線に基づいてＸ線Ｃ
Ｔ画像を生成するＸ線ＣＴ撮影装置であって、
　Ｘ線発生器と、
　前記被写体を挟んで前記Ｘ線発生器に対向する位置に交換又は切換え可能に配設され、
前記被写体を透過した透過Ｘ線に応じたＸ線投影データを出力するＸ線イメージセンサと
、
　前記イメージセンサの交換又は切換えに応じてＸ線ＣＴ撮影領域の形状が異なる複数の
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Ｘ線ＣＴ撮影モード別の撮影モード信号を出力するモード信号出力部を備え、
　前記Ｘ線イメージセンサから出力されるＸ線投影データに基づいて前記撮影モード信号
により選択されたＸ線ＣＴ撮影モードに応じたＸ線ＣＴ画像を生成可能で、かつ、前記被
写体を表す位置設定用画像に撮影対象領域表示を重畳した画像を生成可能な画像生成部と
、
　前記位置設定用画像に対して相対的に前記撮影対象領域表示を移動させる操作を受付け
る操作部と、
　前記撮影対象領域表示の位置に応じて前記Ｘ線発生器と前記Ｘ線イメージセンサとを前
記被写体に対して相対的に位置づけする移動機構部と、
　前記画像生成部で生成された画像を表示する表示部と、
　を備え、
　前記画像生成部は、前記撮影モード信号により選択されたＸ線ＣＴ撮影モードに応じて
前記撮影対象領域表示を変更する、Ｘ線ＣＴ撮影装置。
【請求項３】
　請求項１記載のＸ線ＣＴ撮影装置であって、
　前記撮影モード選択部は、操作者による前記Ｘ線ＣＴ撮影モードの設定指令を受付けて
前記Ｘ線ＣＴ撮影モードを選択する、Ｘ線ＣＴ撮影装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載のＸ線ＣＴ撮影装置であって、
　前記複数のＸ線ＣＴ撮影モードには、局所Ｘ線ＣＴ撮影モードを含む、Ｘ線ＣＴ撮影装
置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれかに記載のＸ線ＣＴ撮影装置であって、
　前記位置設定用画像は、歯列弓を模式化した歯列弓画像、被写体をＸ線パノラマ撮影し
て得られるＸ線パノラマ画像、前記被写体を異なる角度からＸ線撮影した複数のＸ線透過
画像の少なくともいずれかである、Ｘ線ＣＴ撮影装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するため、第１の態様に係るＸ線ＣＴ撮影装置は、被写体にＸ線コーン
ビームを照射し、この被写体を透過した透過Ｘ線に基づいてＸ線ＣＴ画像を生成するＸ線
ＣＴ撮影装置であって、Ｘ線発生器と、前記被写体を挟んで前記Ｘ線発生器に対向する位
置に配設され、前記被写体を透過した透過Ｘ線に応じたＸ線投影データを出力するＸ線イ
メージセンサと、Ｘ線ＣＴ撮影領域の形状が異なる複数のＸ線ＣＴ撮影モードからモード
選択をする撮影モード選択部と、前記Ｘ線イメージセンサから出力されるＸ線投影データ
に基づいて前記撮影モード選択部で選択されたＸ線ＣＴ撮影モードに応じたＸ線ＣＴ画像
を生成可能で、かつ、前記被写体を表す位置設定用画像に撮影対象領域表示を重畳した画
像を生成可能な画像生成部と、前記位置設定用画像に対して相対的に前記撮影対象領域表
示を移動させる操作を受付ける操作部と、前記撮影対象領域表示の位置に応じて前記Ｘ線
発生器と前記Ｘ線イメージセンサとを前記被写体に対して相対的に位置づけする移動機構
部と、前記画像生成部で生成された画像を表示する表示部と、を備え、前記画像生成部は
、前記撮影モード選択部で選択されたＸ線ＣＴ撮影モードに応じて前記撮影対象領域表示
を変更するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　第２の態様は、被写体にＸ線コーンビームを照射し、この被写体を透過した透過Ｘ線に
基づいてＸ線ＣＴ画像を生成するＸ線ＣＴ撮影装置であって、Ｘ線発生器と、前記被写体
を挟んで前記Ｘ線発生器に対向する位置に交換又は切換え可能に配設され、前記被写体を
透過した透過Ｘ線に応じたＸ線投影データを出力するＸ線イメージセンサと、前記イメー
ジセンサの交換又は切換えに応じてＸ線ＣＴ撮影領域の形状が異なる複数のＸ線ＣＴ撮影
モード別の撮影モード信号を出力するモード信号出力部を備え、前記Ｘ線イメージセンサ
から出力されるＸ線投影データに基づいて前記撮影モード信号により選択されたＸ線ＣＴ
撮影モードに応じたＸ線ＣＴ画像を生成可能で、かつ、前記被写体を表す位置設定用画像
に撮影対象領域表示を重畳した画像を生成可能な画像生成部と、前記位置設定用画像に対
して相対的に前記撮影対象領域表示を移動させる操作を受付ける操作部と、前記撮影対象
領域表示の位置に応じて前記Ｘ線発生器と前記Ｘ線イメージセンサとを前記被写体に対し
て相対的に位置づけする移動機構部と、前記画像生成部で生成された画像を表示する表示
部と、を備え、前記画像生成部は、前記撮影モード信号により選択されたＸ線ＣＴ撮影モ
ードに応じて前記撮影対象領域表示を変更するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　＜全体構成＞
　図１は実施形態に係るＸ線ＣＴ撮影装置の全体構成を示す概略図であり、図２は同Ｘ線
ＣＴ撮影装置におけるコントロールパネル４２´を示す図である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　防Ｘ線室２２内のＸ線撮影部５０には図１には図示しない撮影装置本体側制御部３０が
内蔵されている。この撮影装置本体側制御部３０は、主に上記Ｘ線撮影部５０による撮影
制御処理等を実行するものであり、処理内容については後述する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　ここでは、移動機構部６０は、撮影本体部７０を水平面域で２次元的に移動させるＸ－
Ｙ移動機構部と、撮影本体部７０を垂直軸周りに旋回させる旋回駆動部とを有している。
Ｘ－Ｙ移動機構は、後述のＸ軸モータ６０ｘやＹ軸モータ６０ｙより構成される。これら
のＸ－Ｙ移動機構部や旋回駆動部については、モータ等のアクチュエータやギヤ、リンク
機構等の動力伝達機構等を組合わせた周知の駆動機構を含む構成により実現可能であるの
で、その詳細な説明は省略する。なお、この移動機構部６０に関して、説明の便宜上、撮
影本体部７０が周りを旋回する垂直軸と平行な方向すなわち図示の鉛直方向がＺ軸方向で
あり、入口から入室してＸ線撮影部５０に面した状態でＺ軸に略直行する左右方向がＸ軸
方向であり、それらＺ軸及びＸ軸に略直行する方向がＹ軸とする。移動機構部６０には撮
影本体部７０をＺ軸方向に移動させるＺ移動機構部が備えられる。図１においては、昇降
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部６１内部にＺ移動機構を構成する後述のＺ軸モータ６０ｚが設けられ、このＺ軸モータ
６０ｚの駆動により昇降部６１が昇降されることにより、昇降部６１に取り付けられた移
動機構部６０に支持される撮影本体部７０が昇降される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　なお、昇降部６１には、その移動機構部６０と共に昇降移動可能な保持部６２が設けら
れていてもよい。保持部６２は、被写体を保持する部分であり、顎を載せるためのチンレ
ストや、両耳を挟込み可能なイヤロッド等を有しており、人Ｐの顎や頭部等を保持部６２
に押付けることで、被写体となる歯顎、顔面領域等を撮影本体部７０に対して撮影に適し
た所定位置に位置づけできるようになっている。保持部６２は、移動機構部６０によって
移動されるようにしてもよい。すなわち、これらのチンレストやイヤロッド等を後述のＸ
軸モータ６０ｘやＹ軸モータ６０ｙにより水平面域で２次元的に移動させる図示しないＸ
－Ｙ移動機構部や当該チンレストやイヤロッド等を後述のＺ軸モータ６０ｚによりＺ軸方
向に移動させる図示しないＺ移動機構部に、上記のチンレストやイヤロッド等が駆動され
るようにしてもよい。図１の例では、このＸ－Ｙ移動機構部やＺ移動機構部は昇降部６１
と当該チンレストやイヤロッド等との間に介在することになる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　ここでは、情報処理部８３Ａは、上記制御部１１０からの駆動指令に基づいてＸ線イメ
ージセンサ８０Ａの駆動制御を行うと共に、Ｘ線イメージセンサ８０Ａから出力された信
号に増幅処理やアナログデジタル変換処理等の処理を施して制御部１１０に出力する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　図９は、大照射野のＸ線ＣＴ撮影を行う状態を示す説明図である。図３及び図９に示す
ように、Ｘ線発生器７４は、Ｘ線発生器本体部７５と、Ｘ線発生器本体部７５の照射方向
側に設けられた遮蔽部材７６とを有する。Ｘ線発生器本体部７５は、大照射野のＸ線ＣＴ
撮影可能な広がり以上の広がりを持つＸ線ビームを照射可能に構成されている。また、遮
蔽部材７６は、少なくとも上記大照射野のＸ線ＣＴ撮影用の開口７６ａ，小照射野のＸ線
ＣＴ撮影用の開口７６ｂ，中照射野のＸ線ＣＴ撮影用の開口７６ｃ，パノラマ撮影用の開
口７６ｄを有している。図示の例では、開口７６ｂは前述のＺ軸方向に高さが異なる３つ
の開口からなる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　この撮影装置本体側制御部３０は、Ｘ線検出部制御部３１、Ｘ線発生部制御部３２とし



(5) JP 2008-279117 A5 2009.5.14

ての機能を有している。Ｘ線発生部制御部３２は、選択された撮影モードに応じて遮蔽部
材７６を移動させてＸ線の照射範囲を設定したり、照射するＸ線の量を設定する等、Ｘ線
発生器７４を制御する。また、Ｘ線検出部制御部３１は、Ｘ線イメージセンサ８０に対す
るオンオフ制御等、Ｘ線イメージセンサ８０に対する制御を行う。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　また、撮影装置本体側制御部３０は、選択された撮影モードや後述するようにして設定
された撮影対象の位置等に応じて、移動機構部６０に含まれるＸ軸モータ６０ｘやＹ軸モ
ータ６０ｙ，Ｚ軸モータ６０ｚ，旋回用モータ６０ｒを制御し、所望の被写体に対して所
望の撮影モードによる撮影データを得ることができるように、撮影本体部７０の移動制御
を行う。Ｘ軸モータ６０ｘ、Ｙ軸モータ６０ｙ、Ｚ軸モータ６０ｚ、旋回用モータ６０ｒ
は、図１４の図示においては１つずつしか示していないが、Ｘ軸モータ６０ｘ、Ｙ軸モー
タ６０ｙ、Ｚ軸モータ６０ｚ、旋回用モータ６０ｒがそれぞれ複数あり、前述の撮影本体
部側の移動機構部６０部分用のものと、保持部側の移動機構部６０部分用のものとに別れ
て備えられるようにしてもよい。Ｚ移動機構部、Ｚ軸モータ６０ｚは、撮影本体部側の移
動機構部６０の部分と保持部側の移動機構部６０の部分との一方に備えられればよく、双
方に備えられるようにしてもよい。また、Ｚ軸方向における被写体位置づけが正確に行わ
れるのであれば撮影本体部側の移動機構部６０の部分と保持部側の移動機構部６０の部分
双方において省略しても構わない。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　なお、コンピュータ側制御部１４及び撮影装置本体側制御部３０は、相互通信可能で全
体として本Ｘ線ＣＴ撮影装置の制御を行う制御部１１０であり、コンピュータ側制御部１
４及び撮影装置本体側制御部３０の各機能はいずれで処理されてもよい。また、コンピュ
ータ側制御部１４及び撮影装置本体側制御部３０のうちの一方が省略され、他方で全ての
機能が処理されてもよい。また、他のコンピュータがさらに相互通信可能に接続され、３
つ以上の制御部で連携して各処理が処理されてもよい。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
　図１７は、中照射野のＸ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定画面を示してい
る。この場合、中照射野のＸ線ＣＴ撮影モードに応じた撮影対象領域表示ＲＣが予め記憶
部１４ｂに記憶されている。中照射野のＸ線ＣＴ撮影モードは、上記小照射野のＸ線ＣＴ
撮影モードよりもより多くの歯をＣＴ撮影するモードであり、従って、本モードに応じた
撮影対象領域表示ＲＣは、上記撮影対象領域表示ＲＡよりも小さくかつ撮影対象領域表示
ＲＢよりも大きく設定されている。ここでは、撮影対象領域表示ＲＣは、上記歯列弓画像
ＤＡＩの１／２～１／３程度の特定の歯を含み得る円を示すラインに中心及び直交する座
標軸を示す略十字状のラインを含んでいる。
【手続補正１４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　そして、中照射野の撮影モードが選択されると、画像処理部１４ｄは、当該モードに応
じた撮影対象領域表示ＲＣを決定し、上記歯列弓画像ＤＡＩに撮影対象領域表示ＲＣを重
畳した画像を生成し、これを表示部１１２に表示する。また、この状態で、操作部１１４
の指令に応じて、歯列弓画像ＤＡＩに対して相対的に前記撮影対象領域表示ＲＣを移動さ
せることができるようになっている。そして、歯列弓画像ＤＡＩに対して所望の位置に撮
影対象領域表示ＲＣを移動させた状態で、操作部１１４を介して位置決定指令を入力する
と、中照射野のＸ線ＣＴ撮影モードにおける撮影範囲を指定することができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　上記のように歯列弓画像ＤＡＩに対して、撮影対象領域表示ＲＢ，ＲＣの位置が設定さ
れると、これによって指定された範囲で小照射野又は中照射野のＸ線ＣＴ撮影を行うべく
、Ｘ線発生器７４やＸ線イメージセンサ８０の軌道決定等、当該モード及び位置に応じた
処理が実行される。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　なお、上記各モードに対して、歯列弓画像ＤＡＩは同じ大きさで表示してもよいが、必
ずしも同じ大きさである必要はなく、例えば、図１８に示すように、小照射野のＸ線ＣＴ
撮影モード用には、歯列弓画像ＤＡＩをより拡大して表示するようにしてもよい。もちろ
ん、この場合、歯列弓画像ＤＡＩの拡大率に応じて撮影対象領域表示ＲＢを拡大して表示
する。また、表示部１１２に表示される撮影対象領域表示の大きさ等を略一定に保ったま
まで、位置設定用画像である歯列弓画像ＤＡＩを縮小又は拡大して表示してもよい。例え
ば、図１５に示すＲＡと、図１６に示すＲＢと、図１７に示すＲＣの円の表示の大きさを
同じに揃え、歯列弓画像ＤＡＩの表示の大きさの方を各モード別に変更するようにしても
よい。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　そして、中照射野の撮影モードが選択されると、画像処理部１４ｄは、当該モードに応
じた撮影対象領域表示ＣＳＣを決定し、上記Ｘ線パノラマ画像ＸＰに撮影対象領域表示Ｃ
ＳＣを重畳した画像を生成し、これを表示部１１２に表示する。また、この状態で、操作
部１１４の指令に応じて、Ｘ線パノラマ画像ＸＰに対して相対的に前記撮影対象領域表示
ＣＳＣを移動させることができるようになっている。そして、Ｘ線パノラマ画像ＸＰに対
して所望の位置に撮影対象領域表示ＣＳＣを移動させた状態で、操作部１１４を介して位
置決定指令を入力すると、中照射野のＸ線ＣＴ撮影モードにおける撮影範囲を指定するこ
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とができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　上記のようにＸ線パノラマ画像ＸＰに対して、撮影対象領域表示ＣＳＡ，ＣＳＢ，ＣＳ
Ｃの位置が設定されると、これによって指定された範囲で大照射野のＸ線ＣＴ撮影、小照
射野又は中照射野のＸ線ＣＴ撮影を行うべく、Ｘ線発生器７４やＸ線イメージセンサ８０
の軌道決定等、当該モード及び位置に応じた処理が実行される。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
　ステップＳ１０では、歯列弓を平面視した模式図である歯列弓画像ＤＡＩに、中サイズ
の円を含む撮影対象領域表示ＲＣを重畳して表示部１１２に表示する（図１７参照）。続
いて、ステップＳ１１に進み、操作部１１４を介して、歯列弓画像ＤＡＩに対する撮影対
象領域表示ＲＣの位置設定指令を受付ける。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３４】
　次ステップＳ１２では、ステップＳ１１における撮影対象領域表示の位置に応じて移動
機構部６０を駆動して、旋回アーム部７２の旋回軸の位置等を被写体に対して相対的に位
置付けする。この状態で、次ステップＳ１３で、移動機構部６０やＸ線発生器７４．Ｘ線
イメージセンサ８０を駆動して、中照射野のＸ線ＣＴ撮影（中照射野による撮影）を実行
する。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５３】
　次に、ステップＳ２７に進み、撮影された小照射野のＸ線ＣＴ画像を表示部１１２に表
示して処理を終了する。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５８】
　これは特に次のような場合に有効である。すなわち、図２４に示すように、カセット８
２Ｅとして、各ＣＴ撮影モード（大照射野のＸ線ＣＴ撮影モード、小照射野のＸ線ＣＴ撮
影モード、中照射野のＸ線ＣＴ撮影モード）で共通に使用できるものが考えられる。つま
り、カセット８２Ｅに設けられるＸ線イメージセンサ８０Ｅが、各ＣＴ撮影モードによる
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Ｘ線を検出可能な広がりを持つ検出面を有していれば、当該カセット８２Ｅを各ＣＴ撮影
モードで共通して用いることができる。つまり、図２４に示すように、Ｘ線イメージセン
サ８０Ｅの検出面は、大照射野のＸ線ＣＴ撮影モードによるＸ線の照射領域５０ＥＡの広
がりで、小照射野のＸ線ＣＴ撮影モードによるＸ線の照射領域５０ＥＢ、中照射野のＸ線
ＣＴ撮影モードによるＸ線の照射領域５０ＥＣよりも広い広がりを有している。また、こ
のカセット８２Ｅは、そのような各ＣＴ撮影モードで共用されるカセットである旨を出力
する情報処理部８３Ｅを有している。このようなカセット８２Ｅを装着した場合、操作部
１１４を介して、個別に撮影しようとするＣＴ撮影モード（大照射野のＸ線ＣＴ撮影モー
ド、小照射野のＸ線ＣＴ撮影モード、中照射野のＸ線ＣＴ撮影モードのうちのいずれかの
指定）を入力することで、撮影対象領域表示ＲＡ，ＲＢ，ＲＣ，ＣＳＡ，ＣＳＢ，ＣＳＣ
を変更して表示できるようにすることができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６１】
　図２７に示す状態では、小照射野のＸ線ＣＴ撮影用の３つの開口７６ｂのうち、最も低
い位置にある開口７６ｂがＸ線発生器本体部７５の照射方向前方に位置している。そして
、小照射野のＸ線ＣＴ撮影用のＸ線コーンビームＣＴＢを被写体、例えば、特定の歯Ｄｂ
に向けて照射し、その透過Ｘ線をカセット８２ＥのＸ線イメージセンサ８０Ｅで検出する
。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７１】
　椅子１２０は被写体を保持するものであり、保持部６２を構成する。頭部の固定のため
には、図示のようにヘッドレスト１２０´を備えていることが望ましい。水平移動機構部
１２２、昇降移動機構部１２４は、図１に関して述べた保持部側の移動機構部６０を構成
する。水平移動機構部１２２はＸ－Ｙ移動機構部であり、前述のＸ軸モータ６０ｘやＹ軸
モータ６０ｙより構成される。昇降移動機構部１２４はＺ移動機構部であり、前述のＺ軸
モータ６０ｚより構成される。なお、図２６において、上記実施形態で説明したものと同
様構成については同一符号を付してある。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８０】
　態様Ｂ：撮影本体部７０が、撮影本体部７０をＸ軸方向、Ｙ軸方向に移動させるＸ－Ｙ
移動機構部（撮影本体部側の移動機構部６０の部分）を有し、保持部６２はＸ－Ｙ移動機
構部（保持部側の移動機構部６０の部分）を有さない。撮影本体部７０がＸ軸方向、Ｙ軸
方向に２次元的に移動し、保持部６２はＸ軸方向、Ｙ軸方向には移動しない。好ましくは
撮影本体部７０、保持部６２の少なくともいずれかがＺ軸方向に移動する。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１８６】
【図１】実施形態に係るＸ線ＣＴ撮影装置の全体構成を示す概略図である。
【図２】同上のＸ線ＣＴ撮影装置におけるコントロールパネルを示す図である。
【図３】撮影本体部を示す説明図である。
【図４】撮影本体部の一端部を示す図である。
【図５】図５（ａ）は大照射野のＸ線ＣＴ撮影モード用に準備されたカセットの側面図で
あり、図５（ｂ）は同カセットの正面図である。
【図６】図６（ａ）は小照射野のＸ線ＣＴ撮影モード用に準備されたカセットの側面図で
あり、図６（ｂ）は同カセットの正面図である。
【図７】図７（ａ）は中照射野のＸ線ＣＴ撮影モード用に準備されたカセットの側面図で
あり、図７（ｂ）は同カセットの正面図である。
【図８】図８（ａ）はパノラマ撮影モード用に準備されたカセットの側面図であり、図８
（ｂ）は同カセットの正面図である。
【図９】大照射野のＣＴ撮影を行う状態を示す説明図である。
【図１０】大照射野のＣＴ撮影を行う際の移動状態を示す説明図である。
【図１１】小照射野のＸ線ＣＴ撮影を行う状態を示す説明図である。
【図１２】小照射野のＸ線ＣＴ撮影を行う際の移動状態を示す説明図である。
【図１３】パノラマ撮影を行う状態を示す説明図である。
【図１４】Ｘ線ＣＴ撮影装置を示すブロック図である。
【図１５】大照射野のＸ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定用画面例を示す図
である。
【図１６】小照射野の局所Ｘ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定画面例を示す
図である。
【図１７】中照射野の局所Ｘ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定画面例を示す
図である。
【図１８】小照射野の局所Ｘ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定用画面の他の
例である。
【図１９】大照射野のＸ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定用画面例を示す図
である。
【図２０】小照射野の局所Ｘ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定画面例を示す
図である。
【図２１】中照射野の局所Ｘ線ＣＴ撮影モードで撮影を行う場合の位置設定画面例を示す
図である。
【図２２】Ｘ線ＣＴ撮影装置の動作を示すフローチャートである。
【図２３】Ｘ線ＣＴ撮影装置の動作を示すフローチャートである。
【図２４】１つのカセットを複数の撮影モードに共通使用する例を示す図である。
【図２５】位置設定用画像として被写体を異なる角度からＸ線撮影した複数のＸ線透過画
像を用いた位置設定用画面例である。
【図２６】被写体側を移動させる変形例を示す図である。
【図２７】図２４に示すカセットにより小照射野のＸ線ＣＴ撮影モードによるＸ線ＣＴ撮
影を行う場合の例を示す図である。
【図２８】図２７に示すカセットの変形例に係るカセットの例を示す図である。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１４
【補正方法】変更
【補正の内容】



(10) JP 2008-279117 A5 2009.5.14

【図１４】

【手続補正２８】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１８】
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